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囲内の期間
感染症の予防に関する法令の規定による健康診断、就業
制限等により勤務することが困難であると認められる場
合

その都度必要と認める期間 国は、職員の就業を禁止する措
置を執る（勤務しない期間が90
日を超える場合は、以後の俸給
が半減される。）。

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該
当する場合 
・職員の現住居が滅失し又は損壊した場合で、職員がそ
の復旧作業等を行い、又は一時的に避難している場合

・職員及び職員と同一世帯に属する者の生活に必要な 
水、食料等が著しく不足している場合にそれらの確保
を行う場合 

１週間を超えない範囲内でその
都度必要と認める期間

国と同じ

地震、水害、火災その他の災害、交通機関の事故等によ
り出勤することが著しく困難であると認められる場合

その都度必要と認める期間 国と同じ

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に
おいて職員が退勤途上における身体の危険を回避するた
め勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 

その都度必要と認める期間 国と同じ

病気休暇 
（有給）

職員が負傷又は疾病のため療養することが必要であり、
勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

医師の証明等に基づき最小限度
で必要と認める期間（私事によ
る負傷又は疾病の場合は、引き
続き90日を超えない範囲内）

国と同じ（勤務しない期間が90
日を超える場合は、以後の俸給
が半減される。）

無給休暇 職員が、要介護者の介護をするため、勤務しないことが
相当であると認められる場合

介護を必要とする一の継続する
状態ごとに、３回を超えず、かつ
、通算して６月を超えない範囲
内で指定する期間内において必
要と認められる期間

国と同じ

職員が、要介護者の介護をするため、１日の勤務時間の
一部を勤務しないことが相当であると認められる場合 

介護を必要とする一の継続する
状態ごとに、連続する３年の期
間内において、１日につき２時
間の範囲内で必要と認められる
期間 

国と同じ 

職員が、海外勤務を命ぜられた配偶者に随伴するため、
勤務しないことが相当であると認められる場合

４年を超えない期間内において
必要と認められる期間

国は、制度なし

職員が、９歳に達する日以後の最初の３月31日までの間
にある子を養育するため、勤務しないことが相当である
と認められる場合（育児部分休業を承認された者を除く）

勤務時間内において１日につき
２時間以内 

国は、制度なし 

(５) 修学部分休業の状況（令和５年度） 
公務に係る能力の向上に資するため、大学等の教育施設において修学する場合に、２年を超えない範囲で部分休業（１週間につき20

時間以内の無給休業）を取得することができます。 

(６) 育児休業の状況（令和５年度） 
 養育する子が３歳に達する日までの間、育児のために休業（無給）することができます。 

(７) 旅費の制度の概要（令和６年４月１日現在） 

区    分 日当 
(１日につき) 

宿泊料(１夜につき)  
食卓料 

(１夜につき)
甲地方 

（東京都特
別区等） 

乙地方 
（甲、丙地方
以外） 

丙地方 
（鳥取県の
区域内） 

一  般  職 2,200円 10,900円 9,800円 8,200円 2,200円

特

別

職

議会の議員､知事､副知事 3,000円 14,800円 13,300円 11,700円 3,000円
教育長、教育委員会､選挙管理委員会､人事委員会､
労働委員会､収用委員会､海区漁業調整委員会､内
水面漁場管理委員会及び公安委員会の委員､監査
委員､労働委員会のあっせん員並びに病院事業管
理者

2,600円 13,100円 11,800円 10,200円 2,600円 

専門委員､附属機関の委員その他の構成員及び選
挙長､選挙分会長､審査分会長､選挙立会人､審査分

会立会人、その他の特別職の職員

2,200円 10,900円 9,800円 8,200円 2,200円

    (注) 日当は、県外出張で宿泊を伴う旅行の場合及び午後９時以降に帰着する旅行のみ支給されます。 

５ 職員の分限及び懲戒処分の状況
(１) 職員の分限の件数（令和５年度） 

区　　　　　分
取得件数

期間延長件数
失効、取消

1
一般行政職員 教　　　　　員 警　　察　　官 計

0

（単位：件）

0 0 0 0
0 0 0

1 0 0

男　性 女　性 男　性 女　性 男　性 女　性 男　性 女　性

取得件数 57 121 24 106 85 18 166 245
期間延長件数 2 25 0 28 1 2 3 55
失効、取消 4 53 1 16 0 0 5 69

（単位：件）

区　　　　　分
一般行政職員 教　　　　　員 警　　察　　官 計
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分限処分とは、職員が一定の事由によってその職務を十分に果たすことができない場合等に、本人の意に反する不利益な身分の変動

をもたらす処分をいい、休職、降任及び免職の３種類があります。 

(注) 処分件数は、休職の更新などにより、１名が２回以上処分される場合があります。 

(２) 職員の懲戒等の件数（令和５年度） 

懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対してその責任を追及して行う不利益処分をいい、戒告、減給、停職及び免職の４種類があ
ります。また、懲戒処分に至らない指導措置として、訓告、訓戒、注意等があります。 

６ 職員の営利企業等の従事の許可その他の服務の状況
(１) 営利企業等の従事許可の件数（令和５年度） 
 地方公務員は、地方公務員法第38条第１項の規定により自ら営利企業を営むこと、報酬を得て事業に従事すること等が原則禁止され
ていますが、任命権者の許可を受けることで営利企業等に従事することができる場合があります。 

(２) 職務上の秘密に属する事項の発表の許可の件数（令和５年度） 

７ 職員の退職管理の状況
 (１) 令和６年４月１日における職員の退職管理に関する制度の概要 

 【知事部局等】 

  (単位:件）
休職 降任 免職 計
204 0 0 204

勤務実績が良くない場合 0 0 0 0
心身の故障の場合 204 0 0 204
職に必要な適格性を欠く場合 0 0 0 0
刑事事件に関し起訴された場合 0 0 0 0

158 0 0 158
勤務実績が良くない場合 0 0 0 0
心身の故障の場合 158 0 0 158
職に必要な適格性を欠く場合 0 0 0 0
刑事事件に関し起訴された場合 0 0 0 0

7 0 0 7
勤務実績が良くない場合 0 0 0 0
心身の故障の場合 7 0 0 7
職に必要な適格性を欠く場合 0 0 0 0
刑事事件に関し起訴された場合 0 0 0 0

369 0 0 369
勤務実績が良くない場合 0 0 0 0
心身の故障の場合 369 0 0 369
職に必要な適格性を欠く場合 0 0 0 0
刑事事件に関し起訴された場合 0 0 0 0

計

区           分
一般行政職員

教       員

警  察  官

　　　　(単位:件)

一般行政職員 教　　　　　員 警　　察　　官 計

5 0 0 5

5 1 6 12

496 22 4 522

506 23 10 539

報酬を得て事業又は事務に従事する場合（自治会役員、部活動
指導員、大学の非常勤講師等）

計

営利企業等の従事の内容

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団
体の役員、顧問、評議員及び当該会社及び団体の重要方針決
定に参画する上級職員の地位を兼ねる場合（業務上の関連によ
り県出資法人の役員に無報酬で就任する場合等）

自ら営利を目的とする私企業を営む場合（農業等）

職務上の秘密事項の発表の内容 一般行政職員 教　　　　　員 警　　察　　官 計

民事事件に関して裁判所で証人として尋問される場合又は鑑定
人若しくは鑑定証人として鑑定する場合

0 0 0 0

刑事事件に関して裁判所で証人として尋問される場合又は鑑定
人若しくは鑑定証人として鑑定する場合

1 0 9 10

人事委員会が法律又は条例に基づく権限の行使に関し、証人を
喚問し、又は書類若しくはその写しの提出を求めた場合

0 0 0 0

計 1 0 9 10

（単位：件）

(単位：件）
戒告 減給 停職 免職 計 訓告等

一般行政職員 0 0 1 1 2 12
法令に違反した場合 0 0 0 0 0 1
職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合 0 0 0 0 0 7
全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 0 0 1 1 2 4

教員 3 0 1 1 5 14
法令に違反した場合 1 0 0 0 1 1
職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合 0 0 0 0 0 9
全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 2 0 1 1 4 4

警察官 0 1 0 0 1 21
法令に違反した場合 0 1 0 0 1 21
職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合 0 0 0 0 0 0
全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 0 0 0 0 0 0

計 3 1 2 2 8 47
法令に違反した場合 1 1 0 0 2 23
職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合 0 0 0 0 0 16
全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 2 0 2 2 6 8

区分
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区分 内容 

再就職の届出 ・職員のうち利害関係企業等（職員の職務に利害関係のある営利企業等）に再就職しようとする場合、退職後２
年を経過しない者が営利企業等（国、地方公共団体等を除く全ての法人）に再就職した場合は、知事（任命権

者）への届出が必要 
・当該届出のあった職員のうち、退職時に管理職（課長級以上、県立学校にあっては教頭以上又は事務長若しく
は船長）であった者については過去１年間の再就職の状況を公表 

働きかけの禁
止等 

・再就職により営利企業等に在職している者からの現職職員に対する働きかけの禁止 

・職員による利害関係企業等に対する求職活動の規制 

・職員による営利企業等に対する再就職のあっせんの規制 

・再就職者等からの要求等による職務上不正な行為の要求又は依頼の規制 

（再就職者からの要求等を理由とする職務上の不正行為の禁止、職員が職務上の不正行為をすること又は他の職

員に不正行為を要求することの見返りとして自分又は他の職員の元職員等の営利企業等に対する再就職の要求
等の禁止、当該要求等を受けた職員による職務上の不正行為の禁止） 

【警察本部】 

区分 内容 

再就職の届出 ・職員のうち利害関係企業等（職員の職務に利害関係のある営利企業等）に再就職しようとする場合、退職後２
年を経過しない者が営利企業等（国、地方公共団体等を除くすべての法人）に再就職した場合は、警察本部長

への届出が必要 
・当該届出のあった職員のうち、退職時に管理職（警視及び管理職手当を受給する一般職員）であった者につい
ては過去２年間の再就職の状況を公表 

働きかけの禁
止等 

知事部局等に同じ 

（２）退職後２年間に再就職した職員（県の退職管理制度に基づき各任命権者に届出のあった者に限る。）の状況 

(注)１ 失職、分限免職及び懲戒免職及び国、他の地方公共団体等との人事交流により退職した職員の状況並びに既に公表済みの職員の
状況については、集計から除きます。 

２ 「公共的団体等」とは、公益的法人、社会福祉法人等の民間企業等及び地方公共団体以外の法人です。 

３ 「管理職」とは、退職時に課長級以上（県警本部の場合は警視及び管理職手当を受給する一般職員）の職にあった職員です。 
４ 「令和５年度退職者総数」欄の（  ）については、参考として令和５年度に退職した者の総数を記載しています。 
５  県費負担教職員の退職管理は市町村教育委員会が実施しているため、上記数値には含みません。 

８ 職員の研修の状況 
   職員の研修に関する計画の概要及び実施状況 

区 分 研修の種類 具 体 的 な 取 組（令和６年４月１日現在） 
実施状況（令和５年度） 

参加者 修了者 

職員人材開発センタ
ー 

(一般行政職員対象）

基礎研修 職位ごとに必要となる知識、管理能力等の習得を目的とした研修（
新規採用職員研修、若手職員研修、中堅職員研修、新任係長・課長補

佐・課長級研修、昇任前ステップアップ研修等） 
1,679人 1,495人 

能力開発・向上
研修 

地方行政に携わる職員としての必要な知識及び能力の習得を目的と
した研修（課題解決・政策形成能力、コミュニケーション能力、人材

育成・人事管理能力、マネジメント能力、業務の専門性、法務能力、
特定課題の各分野に関する研修、ｅラーニング方式による研修） 

1,056人 865人 

（単位：人）

（ａ）R６年度
退職者

（ｂ）R５年度
退職者

（R５年度退
職者総数）

（ｃ）R４年度
以前退職者

民間企業
等

地方公
共団体

公共的
団体等

知事部局 総数 55 0 53 (107) 2 14 20 21

うち管理職 23 0 21 (33) 2 7 3 13

企業局 総数 4 0 0 (3) 4 2 0 2

うち管理職 4 0 0 (1) 4 2 0 2

病院局 総数 25 0 25 (73) 0 0 7 18

うち管理職 3 0 3 (4) 0 0 1 2

教育委 総数 0 0 0 (51) 0 0 0 0

うち管理職 0 0 0 (10) 0 0 0 0

県警本部 総数 13 0 13 (33) 0 9 2 2

うち管理職 9 0 9 (9) 0 7 0 2

県議会 総数 1 0 1 (1) 0 0 0 1

うち管理職 1 0 1 (1) 0 0 0 1

監査委員 総数 0 0 0 (0) 0 0 0 0

うち管理職 0 0 0 (0) 0 0 0 0

人事委 総数 0 0 0 (0) 0 0 0 0

うち管理職 0 0 0 (0) 0 0 0 0

選管 総数 0 0 0 (0) 0 0 0 0

うち管理職 0 0 0 (0) 0 0 0 0

海区 総数 0 0 0 (0) 0 0 0 0

うち管理職 0 0 0 (0) 0 0 0 0

区分 （Ａ）令和６年６月
１日現在で届出
のあった者（ａ＋b

＋c）

（Ｂ）Ａ欄のうち再就職先
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自己啓発支援
研修 

業務に役立つ語学講座等、職員の資質向上を目的とした研修（語学
講座、手話講座、通信教育等） 

55人 26人 

教育センター 
（教職員対象） 

基本研修 育成指標を踏まえて策定した研修体系に基づき、教職員のキャリア
ステージに応じて、職務の遂行に必要な資質・指導力の向上等を目

的とした研修【初任者研修、新規採用教員研修、教職経験者研修（２
年目研修・３年目研修・６年目研修・中堅教諭等資質向上研修・16年
目研修）】 

906人 874人 

職務研修 職務に応じて必要となる専門知識・技術等の修得を図る研修【管理
職等を対象とした学校経営研修、新任生徒指導担当・新任保健体育
主事等を対象とした主任・主事研修、情報化推進リーダー、養護教

諭・司書教諭等を対象とした職務に応じた研修等】 

2,608人 2,608人 

専門研修 教育課題や教科等の専門的知識・技能の向上を図る研修（希望受講
）【幼児教育、教科指導等、各種教育課題等に関する研修】及び市町

村教育委員会の推薦を受けた者を対象に、専門的知識を基盤とした
実践的指導力の向上を図ることを目的とした研修【指導力向上ゼミ
ナール（中学校英語）】 

2,330人 2,330人 

学校訪問型研
修 

指導主事等を派遣して、県内の学校等が行う自主的・主体的な研修
活動を支援する取組【ＩＣＴ活用教育】 

1,328人 1,328人 

警察学校 
（警察職員対象） 

初任科、各級任
用科等 

新たに採用した警察官、各階級昇任者等に対し、その職務執行に必
要な知識、能力等を習得させる。 

65人 61人 

専科 特定の分野に関する専門的な知識、技能を習得させる。 
207人 207人 

９ 職員の健康管理に関する福祉の状況 
職員の健康診断の状況（令和５年度） 

 職員の健康診断は、定期健康診断のほか、特定業務従事者健康診断として、深夜業務従事者、給食業務従事者、自動車運転業務従事

者等の業務従事内容又は職種に応じて必要な健康診断を行っています。 

健康診断の種類
知事部局等 教育委員会 警察本部

対象者数 受診者数 対象者数 受診者数 対象者数 受診者数

定期健康診断 4.594人 4.593人 2,782人 2,755人 1,413人 1,413人

特定業務従事者健康診断 4,674人 4,664人 28人 28人 335人 335人

10 職員の勤務条件に関する措置の要求に係る職員の利益の保護の状況
   （前年度における勤務条件に関する措置の要求に関し人事委員会が行った勧告への対応状況） 

    該当なし


